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今年もあと一月余りとなりましたが、町の行事といたしましては１１月３０日の日

曜日に戦没者追悼式を開催いたします。戦後８０年となる今年の戦没者追悼式は、平

和への誓いを新たにするとともに、平和の大切さを未来へ語り継いで頂くため多くの

人のご参列を願い、日曜日に開催いたします。 

また同日、「森林セラピー１５周年記念イベント」として、ハーバード大学医学部 

客員教授の根来秀行先生に『世界最先端の「超休息法」』という演題でご講演をお願

いし、篠栗町出身でプロマラソンランナーとなられた太田蒼生さんとの対談を予定し

ております。大変楽しいイベントになると思いますので皆様もぜひお越しください。 

また、議会期間中ではございますが１２月４日から１週間は人権週間でございます。

今年も１２月４日には人権週間にふさわしい映画上映会を行います。今年は２０２１

年に公開上映されました「MINAMATA －ミナマタ－」です。 

１２月６日は陸上自衛隊第４音楽隊と篠栗町吹奏楽団による「クリスマスコンサー

ト２０２５」を開催いたします。 

議員の皆様もご多忙とは存じますが、ぜひご来場頂きますようお願いいたします。 

先ほど申し上げた、高市首相は所信表明演説の最後に、「『事独り断(さだ)む可

(べ)からず。必ず衆(もろとも)と与(とも)に宜しく論(あげつら)う可(べ)し』古来よ

り我が国においては衆議が重視されてきました。政治とは独断ではなく、共に語り、

共に悩み、共に決める営みです。私は、国家国民のため、各党の皆様と真摯に向き合

い、未来を築いてまいります。」と結ばれました。 

私も全くそのとおりだと首肯するものでございます。 

行政とは独断ではなく、共に語り、共に悩み、共に決める営みであるということを

肝に銘じて、今後も行政運営に取り組んでまいります。 

篠栗町議会議員の皆様におかれましても、これからも自治の両輪として篠栗町を支

えていただき、まちづくりの一翼を担っていただきますよう何卒よろしくお願い申し

上げます。 

続きまして、本定例会に提案しております議案第６９号から議案第８６号までの 

１８議案について説明をいたします。 

議案第６９号は「専決処分の承認を求めることについて（専決第１３号）」であり

ます。本議案は、令和７年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求めるものであります。補正予算の内容は、令和７年８月

に発生いたしました大雨による災害の復旧を行うためのもので、令和７年度篠栗町一


















